
「石川県動物の愛護及び
管理に関する条例」が

制定されました　　　　　

犬または猫を合わせて6頭以上飼っている方は、

保健所等への届出が必要となります

令和4年4月施行

条例についての詳細

は、石 川 県ホーム

ページにてご覧いた

だけます

 条例についてはこちら

多頭飼養届出制度について

増やしすぎて

いませんか？

最後まで　　　　 大切に

多頭飼養届出制度スタート

飼い犬は放して

いませんか？

飼い猫は家の中で

飼っていますか？
迷惑をかけて

いませんか？

人と動物のより良い関係をめざして


